
 
 

○
千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則
□
平
成
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
七
号
□
新
旧
対
照
表 

改
正
後 

改
正
前 

□
払
込
み
の
方
法
□ 

□
払
込
み
の
方
法
□ 

第
六
条 

納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
納
税
者
等
□
と
い
う
□
□

が
県
税
に
係
る
徴
収
金
を
払
い
込
む
場
合
は
□
納
付
書
又
は
納
入
書
に
よ
り
□
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
収
納
機
関
□
と
い
う
□
□
の
い
ず
れ
か
に
払

い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

第
六
条 

納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
納
税
者
等
□
と
い
う
□
□

が
県
税
に
係
る
徴
収
金
を
払
い
込
む
場
合
は
□
納
付
書
又
は
納
入
書
に
よ
り
□
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
収
納
機
関
□
と
い
う
□
□
の
い
ず
れ
か
に
払

い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一
・
二 

略 

一
・
二 

略 

 

三 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
知
事
が
県
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
者 

 

三 

地
方
自
治
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
□
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
県
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
者 

四
・
五 

略 

四
・
五 

略 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
納
税
者
は
□
県
税
に
係
る
徴
収
金
を
指
定
納
付
受
託
者

□
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
い

う
□
以
下
同
じ
□
□
に
納
付
□
地
方
自
治
法
施
行
規
則
□
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二

十
九
号
□
第
十
二
条
の
二
の
十
一
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
通
知

に
基
づ
く
納
付
を
除
く
□
□
を
委
託
す
る
方
法
に
よ
□
て
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
納
税
者
は
□
県
税
に
係
る
徴
収
金
を
指
定
納
付
受
託
者

□
地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
に
納
付
□
地
方
自
治
法
施
行

規
則
□
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
□
第
十
二
条
の
二
の
四
第
二
項
第
一
号
及

び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
通
知
に
基
づ
く
納
付
を
除
く
□
□
を
委
託
す
る
方
法
に
よ

□
て
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
□ 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
納
税
者
は
□
徴
収
金
の
う
ち
□
個
人
の
事
業
税
に
あ

□
て
は
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
□
て
□
不
動
産
取
得
税
に

あ
□
て
は
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
□
て
□
自
動
車
税
の
種
別
割
に
あ
□
て
は
第
二
号

又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
□
て
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
□ 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
納
税
者
は
□
徴
収
金
の
う
ち
□
個
人
の
事
業
税
に
あ

□
て
は
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
□
て
□
不
動
産
取
得
税
に

あ
□
て
は
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
□
て
□
自
動
車
税
の
種
別
割
に
あ
□
て
は
第
二
号

又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
□
て
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
□ 

一
・
二 

略 

一
・
二 

略 

 

三 

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
□
地
方
自
治
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
二
の
十
一
第
二
項

第
一
号
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
通
知
に
基
づ
く
納
付
に
限
る
□
□
を
委
託
す

る
方
法 

 

三 

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
□
地
方
自
治
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
二
項
第

一
号
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
通
知
に
基
づ
く
納
付
に
限
る
□
□
を
委
託
す
る

方
法 

４ 

略 
４ 

略 

□
不
動
産
取
得
税
の
特
例
控
除
適
用
の
申
告
書
の
添
付
書
類
□ 

□
不
動
産
取
得
税
の
特
例
控
除
適
用
の
申
告
書
の
添
付
書
類
□ 

第
三
十
条 

条
例
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
□
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
□ 

第
三
十
条 
条
例
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
□
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
□ 

一 

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

次
に
掲
げ

る
書
類 

一 

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

次
に
掲
げ

る
書
類 

□
削
る
□
□ 

イ 

住
宅
の
売
買
契
約
書
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
の
写
し 

1



 

イ 

住
宅
の
登
記
事
項
証
明
書 

ロ 

住
宅
の
登
記
事
項
証
明
書 

ロ 

当
該
住
宅
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
□
て
は
□
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え

て
□
次
に
掲
げ
る
書
類 

ハ 

当
該
住
宅
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
□
て
は
□
ロ
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え

て
□
次
に
掲
げ
る
書
類 

 
 

 
 

・ 
 

略 
 

・ 
 

略 

ハ 

そ
の
他
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

ニ 

そ
の
他
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

二 

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

次
に
掲
げ

る
書
類 

二 

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

次
に
掲
げ

る
書
類 

□
削
る
□
□ 

イ 

住
宅
の
売
買
契
約
書
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
の
写
し 

イ 

住
宅
の
登
記
事
項
証
明
書 

ロ 

住
宅
の
登
記
事
項
証
明
書 

ロ 

当
該
住
宅
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
□
て
は
□
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え

て
□
法
第
三
百
四
十
一
条
第
九
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
事

項
に
つ
い
て
市
町
村
長
が
交
付
す
る
証
明
書 

ハ 

当
該
住
宅
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
□
て
は
□
ロ
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え

て
□
法
第
三
百
四
十
一
条
第
九
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
事

項
に
つ
い
て
市
町
村
長
が
交
付
す
る
証
明
書 

ハ 

当
該
住
宅
が
昭
和
五
十
七
年
一
月
一
日
前
に
新
築
さ
れ
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
総

務
省
令
第
七
条
の
六
に
規
定
す
る
書
類 

ニ 

当
該
住
宅
が
昭
和
五
十
七
年
一
月
一
日
前
に
新
築
さ
れ
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
総

務
省
令
第
七
条
の
六
に
規
定
す
る
書
類 

ニ 

そ
の
他
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

ホ 

そ
の
他
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

□
不
動
産
取
得
税
の
減
額
適
用
の
申
告
書
の
添
付
書
類
□ 

□
不
動
産
取
得
税
の
減
額
適
用
の
申
告
書
の
添
付
書
類
□ 

第
三
十
三
条 

条
例
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
□
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
□ 

第
三
十
三
条 

条
例
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
□
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
□ 

一 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

次
に
掲

げ
る
書
類 

一 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

次
に
掲

げ
る
書
類 

□
削
る
□
□ 

イ 

土
地
の
売
買
契
約
書
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
の
写
し 

イ 

住
宅
の
登
記
事
項
証
明
書 

ロ 

住
宅
の
登
記
事
項
証
明
書 

ロ 

当
該
住
宅
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
□
て
は
□
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え

て
□
次
に
掲
げ
る
書
類 

ハ 

当
該
住
宅
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
□
て
は
□
ロ
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え

て
□
次
に
掲
げ
る
書
類 

 

・ 
 

略 
 

・ 
 

略 

ハ 

そ
の
他
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

ニ 

そ
の
他
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

二 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

次
に
掲

げ
る
書
類 

二 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

次
に
掲

げ
る
書
類 

□
削
る
□
□ 

イ 
土
地
の
売
買
契
約
書
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
の
写
し 

イ 

住
宅
の
登
記
事
項
証
明
書 

ロ 
住
宅
の
登
記
事
項
証
明
書 

ロ 

当
該
住
宅
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
□
て
は
□
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え

て
□
法
第
三
百
四
十
一
条
第
九
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
事

項
に
つ
い
て
市
町
村
長
が
交
付
す
る
証
明
書 

ハ 

当
該
住
宅
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
□
て
は
□
ロ
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え

て
□
法
第
三
百
四
十
一
条
第
九
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
事

項
に
つ
い
て
市
町
村
長
が
交
付
す
る
証
明
書 

 

（１ ）  

（２ ） 
 

（１ ）  
（２ ） 

 

（１ ）  

（２ ） 
 

（１ ）  

（２ ） 
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ハ 

当
該
住
宅
が
昭
和
五
十
七
年
一
月
一
日
前
に
新
築
さ
れ
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
総

務
省
令
第
七
条
の
六
に
規
定
す
る
書
類 

ニ 

当
該
住
宅
が
昭
和
五
十
七
年
一
月
一
日
前
に
新
築
さ
れ
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
総

務
省
令
第
七
条
の
六
に
規
定
す
る
書
類 

ニ 
当
該
住
宅
の
取
得
者
が
当
該
住
宅
を
自
己
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
当
該
住

宅
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
証
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
そ
の
者
が
当
該
住
宅
を
自
己

の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

ホ 

当
該
住
宅
の
取
得
者
が
当
該
住
宅
を
自
己
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
当
該
住

宅
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
証
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
そ
の
者
が
当
該
住
宅
を
自
己

の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

ホ 

そ
の
他
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

ヘ 

そ
の
他
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

三 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

次
に
掲

げ
る
書
類 

三 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

次
に
掲

げ
る
書
類 

イ 

前
号
イ
□
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
ホ
に
掲
げ
る
書
類 

ロ
□
ニ 

略 

ロ
□
ニ 

略 

□
徴
収
猶
予
の
申
告
書
の
添
付
書
類
□ 

□
徴
収
猶
予
の
申
告
書
の
添
付
書
類
□ 

第
三
十
四
条 

条
例
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
□
同
項
第
一
号
に

定
め
る
規
定
に
係
る
も
の
に
限
る
□
□
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
□ 

第
三
十
四
条 

条
例
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
□
次
の
各
号
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
□ 

□
削
る
□
□ 

一 

土
地
の
売
買
契
約
書
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
の
写
し 

一 

次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か 

二 

次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か 

イ 

建
築
基
準
法
第
六
条
第
四
項
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
確
認
済
証
の
写
し 

イ 

建
築
基
準
法
第
六
条
第
四
項
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
確
認
済
証
の
写
し 

ロ 

住
宅
の
建
築
工
事
の
請
負
契
約
書
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
の
写
し 

ロ 

住
宅
の
建
築
工
事
の
請
負
契
約
書
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
の
写
し 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

三 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 
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